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デジタル原則に基づく規制の総点検を通じて見えてきつつある課題

デジタル原則への適合性確認を自律化・効率化すべく、
政府でリーガルテックを導入しうる局面を特定し、必要な

体制・プロセス・インフラを構築できないか

デジタル原則適合性の自律的・効率
的な確認体制・プロセスの構築

・ 既存法令（ストック）の点検
・ 新規法令等（フロー）のデジタル原則適合性確認
・ テクノロジー進化にあわせた法令の随時アップデート

国民がより自由かつ民主的にルールや
規律にアクセスできる環境の構築

・ 社会においてルール／規律として機能しているのは
必ずしも法令（法律・政省令）に限らず、全体像

の把握が困難

告示、通知・通達、事務連絡
指針・ガイドライン、解釈文書、

Q&A、書式・様式等

独立行政法人、法令認定団体等が
定める規則、ガイドライン等

自主規制団体による標準モデル、
民間団体による標準、技術規格等

法律、政令、省令

条例、最高裁規則、議院規則等

法令等のデジタル正本の提供
・ 法令のデジタル正本（「改め文」を溶け込ませた改
正後の法文）の公布方法や時期についての法的根

拠は存在しない
・ 法制執務業務支援システム（e-LAWS）はあるが、
公布日に確実に確認できるのは官報に掲載された
「改め文」のみ（省令は新旧対照表も）

法令等は、一定の範囲については国が責任をもって公布
と同時に正確なデータを整備・提供すべきではないか

国が公共財としてデジタル形式で提供すべき範囲を整
理・確定し、その他は民間サービスと連携する等により、
ルール・規律へのアクセシビリティを強化できないか



法令等のデジタル原則適合性を自律的かつ効率的に確認できる体制及びプロセスの構築を目指す

具体的な方向性
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デジタル技術の進展

法制事務のデジタル化に向けた取組



法令データのデジタル正本（最新版の公式法令データベース）の提供体制の確立を目指す

具体的な方向性

法制事務のデジタル化に向けた取組



デジタル臨時行政調査会作業部会法制事務のデジタル化検討チームを引き続き活用し、
法制事務のデジタル化に向けた取組を行っていく

法制事務のデジタル化に向けた取組（工程表）


